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１．研究計画の概要
本研究は 2 つのパートから成る。（１）米

国を素材として、新自由主義という政治原理
の理論史的研究、および、新自由主義と人権
ないしは権利との間に存在する緊張関係に
関する人権論的研究である。これはさらに、
①新自由主義の理論的研究および、②新自由
主義の人権論に基づく評価に関する研究に
区別される。次に、（２）日本における子ど
も関連法制の再編の意義を、米国における政
治理論を参照基準としながら明らかにし、か
つ、日本の子ども関連法制の新自由主義的変
容に対する国連子どもの権利条約に基づく
評価を明らかにする研究である＜日本と国
際人権準則研究＞。

２．研究の進捗状況
（１）①については、第 2 年度までに、

新自由主義教育改革を基礎づける理論
である新制度派経済学に基づく主人・代
理人理論および「新しい統治」論の検討
をほぼ終え、論文または図書を刊行する
ことができた。第 3 年度には、それを踏
まえて、日本における新自由主義に基づ
く教育行財政改革を、戦後教育行財政シ
ステムの歴史的展開のもとに位置づけ、
1947 年に成立した旧教基法型ガバナン
スが、1958 年以降に展開した地方教育
行政組織の中央教育行政組織への吸収
によるガバメントへと移行し、新自由主
義教育行財政改革は、ガバメント化した
教育行財政を主人・代理人に基づくガバ
ナンスへと移行させようとしているこ

とにその特徴があることを明らかにし
た。（１）②については、第 3 年度まで
に、アメリカにおける新自由主義教育改
革 を リ ー ド し て き た No Child Left
Behind Act をめぐる教育法的検討の状
況 を サ ー ベ イ し 、 行 政 法 を 用 い て の
NCLB 回避型裁判が教育法裁判として
本格化していない中で、教育財政改革訴
訟がアメリカ新自由主義教育政策をコ
ントロールする訴訟形態となっている
ことを明らかにした。（２）については、
第 3 年度から、保育の新自由主義改革に
焦点を合わせて、特定の地域を対象にし
て保育の民営化に関するケーススタデ
ィを実行し、第 4 年度においては、この
成果を取りまとめるとともに、この部分
の研究を集中的に行っていく予定とな
っている。

３．現在までの達成度
②おおむね順調に進展している。（１）に

ついては、新自由主義が子ども関連法制に適
用される場合に、どのような理論に基づいて
どのような改革が行われるかを明らかにす
る先端的研究を公表できている。（２）につ
いてはやや立ち遅れてはいるが、基礎的デー
タの収集がほぼ完了している。

４．今後の研究の推進方策
最終年度には、（１）①についての論稿を

公表するとともに、（２）の遅れをカバーす
る予定である。
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